






別紙  

（記載例） ナラ枯れ被害木処理証明書  
 
 
 
 

 （買受人名)    殿  

 
 
 
１ 処  理  日  令和○年○月○日  
 
２ 品     名  コナラ他     
 
３ 処 理 数 量  ○○○（㎥）または  ○○○（ｔ）  
 
４ 処 理 方 法  破砕(厚さ 10mm 以下)・焼却・炭化 

             ＊該当する処理方法に〇をつけてください  

 
上記のとおり処理したことを証明します。  
 
 
 
 

発 行 日                
 

処理業者 （処理した業者名を記載する）  
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特約事項 

１．運搬について 

（１）運搬に使用する車両等が走行できるか現地確認の上、入札に参加すること。 

また、搬出に使う公道・農道・林道•水路等は毀損のないように必要に応じて保護や表示等対策

を行うこととし、万が一、紛争等が起きた場合は、その解決には買受者が責任を負うものとし、

国に損害金が発生した場合は国は買受人に対して請求するものとする。 

なお、道路状況及び現物を確認したい場合は、公売公告の６．問い合わせ先で案内を受けるこ

とが出来る。 

（２）一般道上に物の設置等を行う場合やそれに伴う作業等、手続きが必要な場合は、買受人におい

て所定の手続きを行うこと。 

なお、道路使用許可等(道路管理者や管轄警察に申請を行うもの)については、国が買受人に変

わって代理で申請することができるが、買受人が申請相手の指示に従い書類を作成し森林管理

署に提出することとし、手続きに時間を要することにも留意すること。 

国による代理申請をしたものについても、事故等により損害が発生した場合は買受者が責任を

負うものとする。 

２． 物件の引渡について 

（１） みなし引渡については、買受者が販売物件、その他必要な事項について理解し承諾しているこ

とを条件に認める。なお、契約書に「売買物件の引渡方法」や「売買物件の引渡期間」につい

て記載がない場合は代金納入日をもって、みなし引渡をしたものとする。 

（２） 引渡は代金納入の確認後となるが、確認には時間を要するため、早急に引渡を希望する場合は、

振込した証明(納入通知書、銀行等が発行した振込依頼書、インターネットで振込した画面等)

等の写しを署に提出時点をもって支払いを確認したこととする。 

３．適格請求書(インボイス)の交付について 

インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることとする。 

４．ナラ枯れ被害木の扱いについて（１～４号物件のみ） 

公売物件のうち１～４号物件においては、ナラ枯れ被害地及び被害拡大地で伐採された材であり、

ナラ枯れ枯死木が含まれる可能性が高いため、下記を遵守のこと。 

（１） カシノナガキクイムシが穿孔している可能性が高いため、可能な限り枝条も搬出すること。 

（２） 購入した材については令和８年３月 31日まで厚さ 10mm以下に破砕処理、焼却処理または炭化

処理を行い、別紙「ナラ枯れ被害木処理証明書」を日光森林管理署あて提出すること。 
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